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「BIS規制」：経緯と今後の日程
• 現行ＢＩＳ規制

1988年　バーゼル合意
1993年3月　経過措置終了（邦銀）

• 市場リスク（　　　　　　）に関する修正
1996年　市場リスク規制公表
1998年3月　適用開始（邦銀）

• 今回の見直し
1998年3月　 バーゼル委員会において検討開始
1999年6月　 第一次市中協議文書の公表
2000年3月末　上記文書に対するコメント期限
2001年1月　　　第二次市中協議文書公表
2001年5月末　上記文書に対するコメント期限
2001年末頃　 最終案を公表予定
2004年　　　　　見直し基準の適用開始

トレーディング
業務のリスク等



「BIS規制」見直し　３つのポイント

1. 当局管理型の監督から、自己管理と市

場規律を中心とした監督へ

2． 銀行経営上のリスクをより正確に計測

3． 個人・中小企業向け融資の取り扱いを

最終案確定までに検討



（ポイントの１）　（ポイントの１）　（ポイントの１）　（ポイントの１）　当局管理型の監督から、
　　　　自己管理と市場規律を中心とした監督へ
金融自由化前　　　　自由化初期　　　　リスク・ベースの監督

リスクテイク自体を
当局が制限

リスクテイク自体は自由化（リスクテイクの自己責任）

リスク管理の方法を
当局が指定

リスク管理の方法を
銀行が工夫
（リスク管理の自己責任）

リスク管理態勢・プロセスを
当局と市場がチェック

金融業とリスクの複雑高度化

当局管理型 自己管理型
市場規律型

・96年の市場
　リスク規制導入
・今回の見直し

・88年規制



「ＢＩＳ規制」見直しの3つの柱
１）第1の柱
　　リスク計測の精緻化

　　　　　自己資本
　　　　ーーーーーー≧８％
　　　　　　リスク　　　この測定を精緻化（外部格付、内部格付）

２）第2の柱
　　銀行自身による自己資本戦略の策定
　　→当局によるレビュー（格付手法、与信リスク管理
　
　　　プロセス等）

３）第3の柱
　　自己資本構成、格付手法等に関する開示の充実
　　→市場規律　　　　　　　　



（（（（ポイントの２）ポイントの２）ポイントの２）ポイントの２） リスク（BIS比率の分母）をより
正確に計算

信 用 リ ス ク
(貸し倒れのリスク)

　　より正確な計測手法を提示

　　銀行に３つの選択肢

市場 リ ス ク
(ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ業務のリスク等)

　　現行規制のまま

  ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ･ﾘｽｸ
(事務事故や不正行為などによ
って損失が発生するリスク)

　　新たに計測手法を提示

　　銀行に３つの選択肢



信用リスク計測の精緻化のイメージ

　　　現状　　　　　　 　　　　　　　　見直し後　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

内部格付手法１
－基礎的アプローチ
（デフォルト確率を銀行が判定）

標準的手法
（外部格付を活用）

監督当局のレビュー（第二の柱）
市場規律（ディスクロージャー）
（第三の柱）

（注）オフバランス項目等

　一律のリスクウェイトを
　適用

　政府向け　OECD
　　　　　　　　OECD以外
　銀行

　事業法人

　その他（注）

内部格付手法２
－先進的アプローチ
（倒産時損失率とデフォルト確率
を銀行が判定）

（内部モデル――将来の検討課題）

銀

行

の
選

択

肢



信用リスク計測の精緻化

（１）標準的手法

（第二次市中協議案）

債権 現行現行現行現行

AAA～
AA-

A+～
A-

BBB+
～BBB-

BB+
～BB-

B+～B- B-未満 未格付

政府（注1）
OECD加盟国　  0％
その他諸国　  100％

0% 20% 50% 100% 100% 150% 100%

銀行 OECD加盟国　 20％
選択肢１
(注2)

20% 50% 100% 100% 100% 150% 100%

その他諸国　  100％
選択肢２
(注3)

20%
50%

(注4)
50%

(注4)
100%
(注4)

100%
(注4)

150%
50%

(注4)

事業法人 100% 20% 50% 100% 100% 100%100%100%100%

(注1)政府・中央銀行の自国通貨建借入については、当局の裁量により、低いリスク・ウェイトを適用可。
(注2)当該銀行の設立国のソブリンに適用されるリスク・ウェイトに従ってウェイト付け。
(注3)個々の銀行に対する信用評価に従ってウェイト付け。

       段階低いリスク・ウェイトが適用される。
(注4)原契約期間の短い(例えば3カ月未満の)銀行向け債権には、当該銀行向け債権の通常のリスク・ウェイトに比して一

見直し後見直し後見直し後見直し後

150%



（２）内部格付手法のイメージ

与信先の種類

・政府・銀行

・企業

・リテール等

リスクウェイト

の算出

所

要

資

本

額

先進的アプローチ
の場合には、銀行
の推定を許容

集中分散効果
与信期間の調整

内部格付

・デフォルト率

倒産時の損失率・

エクスポージャー

・優先・劣後

・担保

・保証

リスクアセット

の算出



オペレーショナル・リスク（　　　　　　　）　
　　　　　　　　　　　　　　の計量化

1.　オペレーショナル・リスクの増大
　　 業務の高度化、アウトソーシングの拡大、

ITへの依存、訴訟

2.　銀行毎のリスク特性の多様化
　　 信用リスク・市場リスクとオペ・リスクの比重が

銀行によって異なる

3.　信用リスク計測の精緻化にも対応

事務事故や不正行為などに
よって損失が発生するリスク



オペレーショナル・リスクの計量化

• 基礎的指標手法基礎的指標手法基礎的指標手法基礎的指標手法

銀行全体の粗利益（特別損益は除く）に一定の掛け目を適
用。

• 標準的手法標準的手法標準的手法標準的手法

ビジネスライン毎に定義された指標（粗利益、総資産等）に

一定の掛け目。

• 内部計測手法内部計測手法内部計測手法内部計測手法

業務規模を表す指標に加え、過去の損失データも用いて計

算。

• 損失分布手法　損失分布手法　損失分布手法　損失分布手法　（将来の課題）

過去の損失データに基づき、ＶＡＲ（ｘｘパーセンタイル最大

損失額）を計算。

銀

行

の
選

択

肢



（（（（ポイントの３）ポイントの３）ポイントの３）ポイントの３） 個人・中小企業向け融資の
取扱い（最終案確定までに検討）

• 個人向け及び中小企業向け融資のうち一定
のもの（リテール）の所要自己資本水準を、
標準的な融資より小さくできないか検討。

• リテール以外についても、内部格付手法で
は、小口分散によるリスク削減効果を盛り込
む。



（参考）　「BIS規制」見直しの骨格

（注）太線は現行規制に原型がある部分。（注）太線は現行規制に原型がある部分。（注）太線は現行規制に原型がある部分。（注）太線は現行規制に原型がある部分。
　　　薄い網かけ部分は現行規制の見直しを行っているものであり、濃い網かけ部分は新規に作業を行っているもの。　　　薄い網かけ部分は現行規制の見直しを行っているものであり、濃い網かけ部分は新規に作業を行っているもの。　　　薄い網かけ部分は現行規制の見直しを行っているものであり、濃い網かけ部分は新規に作業を行っているもの。　　　薄い網かけ部分は現行規制の見直しを行っているものであり、濃い網かけ部分は新規に作業を行っているもの。

オペレーショナル・リスク規制オペレーショナル・リスク規制オペレーショナル・リスク規制オペレーショナル・リスク規制

リスク測定（分母問題）リスク測定（分母問題）リスク測定（分母問題）リスク測定（分母問題） 信用リスク規制信用リスク規制信用リスク規制信用リスク規制

第一の柱（最低自己資本比率規制）第一の柱（最低自己資本比率規制）第一の柱（最低自己資本比率規制）第一の柱（最低自己資本比率規制）
適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲

自己資本の定義（分子問題。今回の見直しの対象とせず）自己資本の定義（分子問題。今回の見直しの対象とせず）自己資本の定義（分子問題。今回の見直しの対象とせず）自己資本の定義（分子問題。今回の見直しの対象とせず）

基礎的手法基礎的手法基礎的手法基礎的手法

先進的手法先進的手法先進的手法先進的手法

銀行勘定の金利リスク銀行勘定の金利リスク銀行勘定の金利リスク銀行勘定の金利リスク

第三の柱（開示を通じた市場規律）第三の柱（開示を通じた市場規律）第三の柱（開示を通じた市場規律）第三の柱（開示を通じた市場規律）

市場リスク規制（今回見直しの対象とせず）市場リスク規制（今回見直しの対象とせず）市場リスク規制（今回見直しの対象とせず）市場リスク規制（今回見直しの対象とせず）

標準的手法標準的手法標準的手法標準的手法

内部格付手法内部格付手法内部格付手法内部格付手法

基礎的指標手法基礎的指標手法基礎的指標手法基礎的指標手法

標準的手法標準的手法標準的手法標準的手法

内部計測手法内部計測手法内部計測手法内部計測手法

第二の柱（監督上のレビュー）第二の柱（監督上のレビュー）第二の柱（監督上のレビュー）第二の柱（監督上のレビュー） 全般的なレビュー全般的なレビュー全般的なレビュー全般的なレビュー



我が国の現行自己資本比率規制の概要

国際統一基準

国内基準

（注）更に市場リスク等に関する所要の調整が行われている。

Tier Ⅰ(資本の部)　＋　Tier Ⅱ（劣後ローン、有価証券含み益等）

国債保有額×０％＋銀行向け与信×20％＋企業向け与信×100％＋住宅ローン×50％
≧ ８％

Tier Ⅰ(資本の部)　＋　Tier Ⅱ（劣後ローン等。有価証券含み益含まず）

（国際基準と同じ分母）
≧ ４％


